
道
路
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
案

参
照
条
文

○
道
路
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
四
号
）

1

○
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）

1

○
道
路
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
十
七
号
）

1

○
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）

2

○
成
田
国
際
空
港
周
辺
整
備
の
た
め
の
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
七
号
）

4

○
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）

4

○
道
路
の
修
繕
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
八
十
二
号
）

5

○
離
島
振
興
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）

5
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○
道
路
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
四
号
）

（
国
の
負
担
又
は
補
助
の
割
合
の
特
例
）

第
二
条

平
成
二
十
年
度
以
降
十
箇
年
間
に
お
け
る
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
道
路
の
舗
装
そ
の
他
の
改
築
に
関
す
る
国
の
負
担
又
は
補
助
の
割
合
に
つ
い
て
は
、
道
路
法

（
第
八
十
八
条
を
除
く
。
）
及
び
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
十
分
の
七
（
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
も
の
に

あ
つ
て
は
、
十
分
の
五
・
五
）
の
範
囲
内
で
、
政
令
で
特
別
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
土
地
区
画
整
理
事
業
」
と
は
、
都
市
計
画
区
域
内
の
土
地
に
つ
い
て
、
公
共
施
設
の
整
備
改
善
及
び
宅
地
の
利
用
の
増
進
を
図
る
た
め
、

こ
の
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
行
わ
れ
る
土
地
の
区
画
形
質
の
変
更
及
び
公
共
施
設
の
新
設
又
は
変
更
に
関
す
る
事
業
を
い
う
。

２
～
８

（
略
）

（
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
）

第
三
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

都
道
府
県
又
は
市
町
村
は
、
施
行
区
域
の
土
地
に
つ
い
て
土
地
区
画
整
理
事
業
を
施
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

国
土
交
通
大
臣
は
、
施
行
区
域
の
土
地
に
つ
い
て
、
国
の
利
害
に
重
大
な
関
係
が
あ
る
土
地
区
画
整
理
事
業
で
災
害
の
発
生
そ
の
他
特
別
の
事
情
に
よ
り
急
施
を
要
す

る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
国
土
交
通
大
臣
が
施
行
す
る
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
と
併
せ
て
施
行
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
又
は
都
道
府
県

若
し
く
は
市
町
村
が
施
行
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
若
し
く
は
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
自
ら
施
行
し
、
そ
の
他
の
も
の
に
つ
い
て
は
都
道
府
県

又
は
市
町
村
に
施
行
す
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
道
路
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
十
七
号
）

（
国
の
負
担
の
割
合
の
特
例
）

第
一
条

高
速
自
動
車
国
道
と
一
体
と
な
つ
て
全
国
的
な
自
動
車
交
通
網
を
構
成
す
る
自
動
車
専
用
道
路
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
一
般
国
道
（
道
の
区
域
内
の

も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
改
築
で
国
土
交
通
大
臣
が
行
う
も
の
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
道
路
整
備
事
業
に
係
る
国
の

財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
政
令
で
定
め
る
国
の
負
担
の
割
合
は
、
十
分
の
七
と
す

る
。

一

道
路
構
造
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
令
の
規
定
に
よ
る
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
改
築
で
、
こ
れ

に
要
す
る
費
用
の
額
が
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
額
を
超
え
な
い
も
の

二

道
路
の
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
し
て
い
る
構
造
上
の
原
因
の
一
部
を
除
去
す
る
た
め
に
行
う
突
角
の
切
取
り
、
路
床
の
改
良
、
排
水
施
設
の
整
備
又
は
待
避
所
の
設
置
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三

道
路
の
区
域
を
変
更
し
、
当
該
変
更
に
係
る
部
分
を
一
般
国
道
以
外
の
道
路
と
す
る
計
画
が
あ
る
箇
所
の
改
築

四

車
道
の
舗
装
に
つ
き
道
路
構
造
令
第
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
に
よ
る
こ
と
を
要
し
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
道
路
の
舗
装

五

交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
三
項
（
第
一
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
交
通
安
全
施
設
等

整
備
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の

２
～
４

（
略
）

（
国
の
補
助
の
割
合
の
特
例
）

第
二
条

（
略
）

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
道
路
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
都
府
県
道
等
の
改
築
で
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
、
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
も
の
並
び
に
前
条
第
一
項
第
一

号
、
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
法
第
二
条
の
政
令
で
定
め
る
国
の
補
助
の
割
合
は
、
十
分
の
五
・
五
以
内
と

す
る
。

一

（
略
）

二

半
島
振
興
法
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
十
条
に
規
定
す
る
道
路

○
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）

（
用
語
の
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
道
路
」
と
は
、
一
般
交
通
の
用
に
供
す
る
道
で
次
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
い
い
、
ト
ン
ネ
ル
、
橋
、
渡
船
施
設
、
道
路
用
エ
レ
ベ
ー
タ

ー
等
道
路
と
一
体
と
な
つ
て
そ
の
効
用
を
全
う
す
る
施
設
又
は
工
作
物
及
び
道
路
の
附
属
物
で
当
該
道
路
に
附
属
し
て
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
を
含
む
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

（
道
路
の
種
類
）

第
三
条

道
路
の
種
類
は
、
左
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

三

都
道
府
県
道

四

（
略
）

（
国
道
の
維
持
、
修
繕
そ
の
他
の
管
理
）

第
十
三
条

前
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
国
道
の
維
持
、
修
繕
、
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
二
条

第
二
項
に
規
定
す
る
災
害
復
旧
事
業
（
以
下
「
災
害
復
旧
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
管
理
は
、
政
令
で
指
定
す
る
区
間
（
以
下
「
指
定
区
間
」
と
い
う
。
）
内
に
つ
い
て

は
国
土
交
通
大
臣
が
行
い
、
そ
の
他
の
部
分
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
が
そ
の
路
線
の
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
存
す
る
部
分
に
つ
い
て
行
う
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
指
定
区
間
内
の
国
道
の
維
持
、
修
繕
及
び
災
害
復
旧
以
外
の
管
理
を
当
該
部
分
の
存
す
る
都
道
府
県
又
は
指
定

市
が
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
工
事
が
高
度
の
技
術
を
要
す
る
場
合
、
高
度
の
機
械
力
を
使
用
し
て
実
施
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
又
は
都
道
府
県
の
区
域
の
境
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界
に
係
る
場
合
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
に
代
わ
つ
て
自
ら
指
定
区
間
外
の
国
道
の
災
害
復
旧
に
関
す
る
工
事
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
国
土

交
通
大
臣
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
当
該
都
道
府
県
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
維
持
、
修
繕
、
災
害
復
旧
そ
の
他
の
管
理
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
行
お
う
と
す
る
国
道
の
修
繕
又
は
災
害
復
旧
に
関
す
る

工
事
が
都
道
府
県
の
区
域
の
境
界
に
係
る
と
き
は
、
関
係
都
道
府
県
は
、
あ
ら
か
じ
め
修
繕
又
は
災
害
復
旧
に
関
す
る
工
事
の
設
計
及
び
実
施
計
画
に
つ
い
て
協
議
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
七
条
第
五
項
及
び
第
六
項
前
段
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
成
立
し
な
い
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

６

前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
第
五
項
及
び
第
六
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
裁
定
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
成
立

し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
道
路
に
関
す
る
費
用
の
補
助
）

第
五
十
六
条

国
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
す
る
主
要
な
都
道
府
県
道
若
し
く
は
市
道
を
整
備
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
、
第
七
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
道
路
に
関

す
る
調
査
を
行
う
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
又
は
資
源
の
開
発
、
産
業
の
振
興
、
観
光
そ
の
他
国
の
施
策
上
特
に
道
路
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に

お
い
て
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
道
路
の
新
設
又
は
改
築
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
そ
の
二
分
の
一
以
内
を
、
道
路
に

関
す
る
調
査
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
そ
の
三
分
の
一
以
内
を
、
指
定
区
間
外
の
国
道
の
修
繕
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
そ
の
二
分
の
一
以
内
を
道
路
管
理
者
に
対

し
て
、
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
原
因
者
負
担
金
）

第
五
十
八
条

道
路
管
理
者
は
、
他
の
工
事
又
は
他
の
行
為
に
よ
り
必
要
を
生
じ
た
道
路
に
関
す
る
工
事
又
は
道
路
の
維
持
の
費
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
必
要
を
生
じ
た
限

度
に
お
い
て
、
他
の
工
事
又
は
他
の
行
為
に
つ
き
費
用
を
負
担
す
る
者
に
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
負
担
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
他
の
工
事
が
河
川
工
事
で
あ
る
と
き
は
、
道
路
に
関
す
る
工
事
の
費
用
に
つ
い
て
は
、
河
川
法
第
六
十
八
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
附
帯
工
事
に
要
す
る
費
用
）

第
五
十
九
条

道
路
に
関
す
る
工
事
に
因
り
必
要
を
生
じ
た
他
の
工
事
又
は
道
路
に
関
す
る
工
事
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
を
生
じ
た
他
の
工
事
に
要
す
る
費
用
は
、
第
三

十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
附
し
た
条
件
に
特
別
の
定
が
あ
る
場
合
並
び
に
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
よ
る
場
合
を
除
く
外
、
そ
の
必

要
を
生
じ
た
限
度
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
基
い
て
道
路
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
費
用
を
負
担
す
べ
き
者
が
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
他
の
工
事
が
河
川
工
事
で
あ
る
と
き
は
、
他
の
工
事
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

３

道
路
管
理
者
は
、
第
一
項
の
道
路
に
関
す
る
工
事
が
他
の
工
事
又
は
他
の
行
為
の
た
め
に
必
要
と
な
つ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
他
の
工
事
に
要
す

る
費
用
の
全
部
又
は
一
部
を
、
そ
の
必
要
を
生
じ
た
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
原
因
と
な
つ
た
工
事
又
は
行
為
に
つ
き
費
用
を
負
担
す
る
者
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
他
の
工
作
物
の
管
理
者
の
行
う
道
路
に
関
す
る
工
事
に
要
す
る
費
用
）

第
六
十
条

第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
つ
て
道
路
管
理
者
が
他
の
工
作
物
の
管
理
者
に
施
行
さ
せ
た
道
路
に
関
す
る
工
事
に
要
す
る
費
用
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
基
い
て

当
該
道
路
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
費
用
を
負
担
す
べ
き
者
が
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
当
該
他
の
工
作
物
の
管
理
者
が
当
該
道
路
に
関
す
る
工
事
に
因
り

利
益
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
他
の
工
作
物
の
管
理
者
に
対
し
、
そ
の
受
け
た
利
益
の
限
度
に
お
い
て
、
当
該
工
事
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
負
担
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。
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（
受
益
者
負
担
金
）

第
六
十
一
条

道
路
管
理
者
は
、
道
路
に
関
す
る
工
事
に
因
つ
て
著
し
く
利
益
を
受
け
る
者
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
利
益
を
受
け
る
限
度
に
お
い
て
、
当
該
工
事

に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
負
担
金
の
徴
収
を
受
け
る
者
の
範
囲
及
び
そ
の
徴
収
方
法
に
つ
い
て
は
、
道
路
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
条
例
（
指
定
区
間
内
の
国

道
に
あ
つ
て
は
、
政
令
）
で
定
め
る
。

（
道
路
の
占
用
に
関
す
る
工
事
の
費
用
）

第
六
十
二
条

道
路
の
占
用
に
関
す
る
工
事
に
要
す
る
費
用
は
、
第
五
十
九
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
道
路
の
占
用
に
つ
き
道
路
管
理
者
の
許
可
を
受
け
た

者
が
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
管
理
者
が
自
ら
道
路
の
占
用
に
関
す
る
工
事
を
行
う
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。

○
成
田
国
際
空
港
周
辺
整
備
の
た
め
の
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
七
号
）

別
表
（
第
三
条
関
係
）

事
業
の
区
分

事
業
主
体

国
の
負
担
割
合

道
路

一
般
国
道
（
道
路
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
国
道
を
い
う
。
）
又
は
主
要
な

県

四
分
の
三
の
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る
割
合

県
道
（
同
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
道
を
い
う
。
）
若
し
く
は
市
町
村
道
（
同

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
道
を
い
う
。
）
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
の

市

十
分
の
七
の
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る
割
合

新
設
又
は
改
築
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

町
村

十
分
の
八

道
路
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
道
路
の
改
築
で
政
令
で
定
め
る
も
の

市
町
村

三
分
の
二

○
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）

（
目
的
）

第
百
九
十
八
条

（
略
）

２

（
略
）

３

こ
の
節
に
お
い
て
「
道
路
整
備
事
業
」
と
は
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
の
高
速
自
動
車
国
道
若
し
く
は
一
般

国
道
又
は
主
要
な
同
条
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
の
都
道
府
県
道
若
し
く
は
市
町
村
道
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
の
新
設
、
改
築
、
維
持
及
び
修
繕
（
以
下
こ
の
節
に
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お
い
て
「
道
路
の
整
備
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
業
で
国
が
施
行
す
る
も
の
並
び
に
道
路
の
整
備
に
関

す
る
事
業
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
の
国
の
負
担
金
そ
の
他

の
経
費
の
交

付
及
び
資
金
の
貸
付
け
を
い
う
。

４
～
７

（
略
）

○
道
路
の
修
繕
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
八
十
二
号
）

第
一
条

国
は
、
当
分
の
間
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
道
路
（
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
に
規
定
す
る
道
路
を
い
い
、
一
般
国
道
を
除
く
。
以
下
同

じ
。
）
の
修
繕
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

第
二
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
当
分
の
間
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
道
路
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
指
定
区
間
外
の
一
般

国
道
の
修
繕
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

３

第
一
項
の
修
繕
に
要
す
る
費
用
は
、
国
の
負
担
と
す
る
。
但
し
、
地
方
公
共
団
体
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
一
部
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○
離
島
振
興
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）

（
離
島
振
興
計
画
）

第
四
条

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
の
指
定
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
関
係
都
道
府
県
は
、
離
島
振
興
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
当
該
地

域
に
つ
い
て
離
島
振
興
計
画
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
９

（
略
）


